
平成27年７月21日

内閣官房副長官補付（ 都市再生担当）

「 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を

改正する政令」 及び「 地域整備方針」 について

都市再生特別措置法に基づく 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域

並びに地域整備方針について、関係地方公共団体から都市再生緊急整備地域及び特定都

市再生緊急整備地域の区域の指定・ 拡大、及び地域整備方針の決定・ 変更に係る申出が

あり、パブリックコメント 等所要の手続を経た上で、本日、「 都市再生緊急整備地域及

び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令」 について、閣議決定

されましたので、関係資料を公表します。また、「 地域整備方針の見直し」については、

７月16日に都市再生本部により決定されましたので、 併せて関係資料を公表します。

【 問い合わせ先】

内閣官房副長官補付（ 都市再生担当）

田中・ 片野（ 03-6206-6174､6175）

＜添付資料＞

資料１ 概要

資料２－１ 政令要綱

資料２－２ 案文・ 理由

資料２－３ 新旧対照条文

資料２－４ 参照条文

資料３ 地域整備方針

※同様の内容については、 地方創生推進室のホームページでも公表いたします。

（ URL: http: //www. kantei . go. j p/j p/si ngi /ti i ki /）

資料２

【抜粋】

特定都市再生緊急整備地域の指定について



「 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を

改正する政令」 及び「 地域整備方針」 の概要

１ ． 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を

改正する政令について

都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正し、都

市再生緊急整備地域として新たに「 池袋駅周辺地域」 を定めるとともに、「 相模原橋本駅

周辺地域」、「 名古屋駅周辺・ 伏見・ 栄地域」、「 京都駅周辺地域」 及び「 小倉駅周辺地域」

の区域を拡大する。 また、 特定都市再生緊急整備地域として新たに「 池袋駅周辺地域」 を

定めるとともに、「 名古屋駅周辺・ 伏見・ 栄地域」 及び「 大阪駅周辺・ 中之島・ 御堂筋周

辺地域」 の区域を拡大する。

団体名

都市再生緊急整備地域名
都市再生緊急整備

地域に係る面積

特定地域

に係る面積

変更前の名称 変更後の名称 変更前 変更後 変更前 変更後

東京都 （ 新規指定） 池袋駅周辺地域 ― 143ha ― 143ha 

相模原市 相模原橋本駅周辺地域

相模原橋本駅周

辺・相模原駅周辺地

域

36ha 
89ha 

(53ha拡大) 
― ―

名古屋市
名古屋駅周辺・ 伏見・ 栄

地域
同左 385ha

401ha 

(17ha拡大) 
286ha

303ha 

(17ha拡大) 

京都市 京都駅周辺地域 同左 89ha 
162ha 

(73ha拡大) 
― ―

北九州市 小倉駅周辺地域 同左 52ha 
102ha 

(50ha拡大) 
― ―

大阪市
大阪駅周辺・ 中之島・ 御

堂筋周辺地域
同左 490ha 490ha 82ha 

209ha 

(127ha拡大)

※ 地域の拡大に伴い、「 相模原橋本駅周辺地域」 を「 相模原橋本駅周辺・ 相模原駅周辺地域」 に名

称を変更する。

※ 上記以外に57地域（ 6, 985ha） の都市再生緊急整備地域及び9地域（ 3, 239ha） の特定都市再生

緊急整備地域がある。

２． 各都市再生緊急整備地域等及び地域整備方針の主な内容

○池袋駅周辺地域

池袋駅・ 東池袋駅周辺における都市開発事業、 公共施設整備を通じて、 国際的なビジ

ネス活動の拠点となる都市機能の充実を図るため、 都市再生緊急整備地域及び特定都市

再生緊急整備地域を新規指定するとともに、 地域整備方針を策定

○相模原橋本駅周辺・ 相模原駅周辺地域

相模原橋本駅はリニア中央新幹線駅の設置が予定され、 相模原駅周辺は大規模な在日

米軍用地の返還地があり、 相互の連携による都市開発を推進するため、 都市再生緊急整

備地域を拡大するとともに、 地域整備方針を変更
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○名古屋駅周辺・ 伏見・ 栄地域

名古屋駅はリニア中央新幹線駅の設置が予定され、 国際競争力の強化に向けて、 駅周

辺での都市開発を推進するため、 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域

を拡大するとともに、 地域整備方針を変更

○京都駅周辺地域

Ｊ Ｒ山陰線の新駅設置や京都鉄道博物館の建設、 公営市場の再編が予定され、 観光・

文化など多様な都市機能が集積する都市開発を推進するため、 都市再生緊急整備地域を

拡大するとともに、 地域整備方針を変更

○小倉駅周辺地域

小倉駅北側でスタジアムの建設や公共施設整備が予定され、 近隣の都市開発を推進す

るため、 都市再生緊急整備地域を拡大するとともに、 地域整備方針を変更

○大阪駅周辺・ 中之島・ 御堂筋周辺地域

国際競争力を高めるため、中之島エリアは文化・ 芸術機能やMI CE機能、御堂筋周辺エ

リアは国際ビジネスサポート 機能、 インバウンド機能の拡充に向けた都市開発を推進す

るため、 特定都市再生緊急整備地域を拡大するとともに、 地域整備方針を変更



池 袋 駅 周 辺 地 域

「 この地図は、 国土地理院長の承認（ 平成２４関公第２６９号） を得て作成した東京都地形図（ Ｓ＝１： ２， ５００）
を使用（ ２ ７都市基交第６５号） して作成したものである。 無断複製を禁ずる。 」

地下鉄東池袋駅

凡例

都市再生緊急整備地域（新規）

特定都市再生緊急整備地域（新規）



地域整備方針
（ 東京都）

地域名称 整備の目標
都市開発事業を通じて増進すべき

都市機能に関する事項

公共施設その他の公益的施設の

整備及び管理に関する基本的事項

緊急かつ重点的な市街地の

整備の推進に関し必要な事項

池袋駅周辺地域

〔 都市再生緊急整備地域〕

○都市計画道路の整備や駅施

設及び周辺市街地の再編を

契機に、駅前広場、東西連絡

通路の整備により、回遊性・

利便性の高い歩行者中心の

まちに都市構造を転換する

とともに、商業・ 業務・ 芸術・

文化・ 交流・ 情報発信機能等

の集積する拠点を形成

〇駅周辺においては、 老朽建

築物や細分化した敷地の統

合など、街区再編の推進と併

せて、歩行者ネット ワークや

緑の創出を図るとともに、造

幣局跡地を活用して、防災公

園の整備と併せた連鎖的な

開発により、木造密集市街地

の改善を図るなど、駅周辺の

防災性の向上と連動して、地

域全体の防災対応力を強化

〔 特定都市再生緊急整備地域〕

池袋駅及び周辺市街地の都

市基盤の再編と併せて、 文

化・ 芸術等の育成・ 創造・ 発

信・ 交流等の機能の充実・ 強

化を図るとともに、魅力ある

商業、 業務機能等を集積し、

国際アート・カルチャー都市

を形成

○駅及び周辺市街地の再編に併

せて、 バスターミ ナルや駐車場

等の公共施設を整備するととも

に、 駅前広場や歩行空間の拡充

により、 ユニバーサルデザイン

に配慮した駅周辺の交通結節機

能の強化を推進

〇既存の劇場等の文化施設や道

路・ 公園等の公共空間とも連携

し、 芸術・ 文化の情報発信・ 育

成・ 交流・ 産業支援機能、にぎわ

いを強化する商業機能を積極的

に充実・ 強化

〇国内外からの来街者の多様な

活動・ 交流を支える観光支援・

宿泊機能等の充実・ 強化

〇駅周辺では、老朽建築物や細分

化した敷地の統合などの街区再

編の推進により業務・ 商業機能

の更新を図るとともに、 防災公

園整備と併せた木造密集地域の

改善を図る連鎖的な開発の実施

や既存スト ッ クの活用等によ

り、 多様で持続的な地域活動・

コミ ュニティ の形成を支える居

住・ 生活支援機能の強化

〇造幣局跡地において、文化・ 交

流機能（ 教育・ 研究）の整備促進

○都市計画道路（ 環状5 の1 号

線・ 補助81 号線等） の整備を

契機に、駅前広場の改良等によ

り、駅周辺の自動車交通の転換

を図り、安全・ 安心の歩行者空

間を創出

〇駅施設や周辺市街地の再編に

併せて、地域の回遊性、乗換利

便性、防災性の向上を図る歩行

者ネット ワークの形成を促進

・ 駅の東西を連絡する地下通路

の拡幅・ 整序

・ 地下通路と地上部との連続性・

一体性の確保

・ 駅と周辺市街地との回遊性の

向上と地域の防災力を高める

東西連絡通路等の整備

・ 建築空間等を活用した上下移

動が容易な動線の確保

〇都市開発事業と併せて、 駅前

広場を再編し、 バスターミ ナ

ル・ 駐車・ 駐輪・ 荷捌場施設な

どの整備を促進

〇乗換利便性の向上や分かりや

すい動線の確保を図るととも

に、ユニバーサルデザインに配

慮した、安全で快適なターミ ナ

ル機能を強化

○池袋駅中心地区においては、 街の玄

関口にふさわしい、 個性ある美しい

都市空間の形成を促進

〇木造密集地域においては、 従前の居

住機能の確保及び周辺市街地の都市

環境や街並みとの調和、建物の形態・

色彩など、 良好な都市景観の形成等

に十分配慮し、 都市開発事業や既存

スト ックを活用したリノベーショ ン

を促進

〇駅周辺においては、 まちづく りの取

組みと防犯対策の連携・ 協働により、

安全・ 安心で魅力ある繁華街の再生

を促進

〇公民連携によるエリアマネジメント

により、公的空間の管理・ 運営、まち

のにぎわいや魅力を発信する取組を

推進

〇都市開発事業において、 敷地内・ 屋

上・ 壁面緑化等により、ヒート アイラ

ンド対策を誘導

〇都市開発事業における建築物等の高

断熱化・ 省エネルギー化等により、地

球温暖化対策を誘導

〇都市開発事業において、 未利用エネ

ルギーの活用、自立・ 分散型かつ高効

率なエネルギーシステムの導入を誘

導
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